
「認定日本語教育機関」及び「登録日本語教員」の活用について

○ 新たな法案「認定⽇本語教育機関」及び「登録⽇本語教員」を基に、⽂部科学省と関係省庁との連携の下、各省庁の制度・
事業等の枠組みにおいて、認定⽇本語教育機関等の情報を、地⽅⾃治体、外国⼈を受け⼊れる企業、経済団体等に広く提供
する仕組みを構築し、「留学」、「⽣活」、「就労」の各分野において、教育の質が保証された⽇本語教育機関の活⽤を促進。

〇在留資格「留学」付与の要件
・法務省令を改正し、認定⽇本語教育機関であることを、在留
資格「留学」による⽣徒の受け⼊れを認める要件とする

〇⽇本語教育機関の認定に関する協議等
・認定基準の作成及び⽇本語教育機関の認定にあたって、法務
省と協議する等関係省庁との連絡協⼒体制を構築

〇在外公館、独⽴⾏政法⼈（国際交流基⾦、⽇本
学⽣⽀援機構等）等を通じた国内・海外発信

・多⾔語でインターネット等を通じて認定⽇本語教育機関の情
報を発信するとともに、在外公館（特に留学⽣担当）や独⽴
⾏政法⼈等を通じて海外で発信し、国が作成したリストを広
く普及する。

〇外国⼈のこどもへの⽀援等
・国内にいる外国⼈児童⽣徒や、在外教育施設に通う⽇本⼈児
童⽣徒に対し、研修を受けた登録⽇本語教員を積極的に活⽤
する仕組みを検討

・現地採⽤教員の⼈材育成にあたっては、国際交流基⾦による
海外⽇本語教師研修等の活⽤も検討

留学関係

〇「技能実習」「特定技能」制度における活⽤
・技能実習制度において、優良な実習実施者、及び、監理団体の基準の⼀つである
「地域社会との共⽣」において、認定⽇本語教育機関の活⽤を加点要素とする
⽅向で検討

・特定技能制度の受⼊れ機関が作成する「１号特定技能外国⼈⽀援計画」において、
認定⽇本語教育機関の活⽤を推進するほか、「事前ガイダンス」の際に、認定⽇
本語教育機関の情報を提供

〇地⽅公共団体、国際交流団体、経済団体、企業等との連携に
よる⽇本語学習機会の提供

・「地域⽇本語教育の総合的な体制づくり推進事業」において、認定⽇本語教育
機関との連携を⽀援

・認定機関での活⽤を想定した、教育モデルの開発と⽇本語教師研修の推進
・法務省、厚⽣労働省等の各種会議等で活⽤の周知

〇「認定⽇本語教育機関」等の複数⾔語による情報提供
・外国⼈在留⽀援センター（FRESC）との連携

・外国⼈雇⽤サービスセンター、ハローワークでの情報提供

・地⽅公共団体多⽂化共⽣担当部署での情報提供、ボイストラ等の
多⾔語⾳声翻訳技術に関する情報提供

・⾼度外国⼈材活躍推進ポータル（JETRO）を活⽤した情報提供

就労・⽣活関係

法務省

厚労省

総務省

外務省

⽂科省 法務省

法務省⽂科省

⽂科省

法務省

厚労省

厚労省法務省

経産省外務省⽂科省

教育関係

令和４年１２月 日本語教育推進会議

※ は制度・施策の主務官庁
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令和４年１２月 

 

日本語教育の更なる充実のための 

新たな日本語教育法案における関係省庁との連携促進について 

 

日本語教育推進会議 

 

１ 背景・目的等 
（１）背景 

我が国の在留外国人は、令和４年６月末で約 296 万人となり、コロナ禍で一

時的に減少したが、入国制限が緩和され、今後、更に日本語学習希望者も増加す

ることが見込まれる 1。 

一方で、日本語教師等指導者については、約４万人前後の横ばい傾向が続き、

約５割以上がボランティアとなるなど日本語教育の専門人材の不足など指導体

制は非常に厳しい状況にある。また、質が担保された日本語教育機関の情報が得

られないこと 2などが地方自治体、産業界からも指摘されている。地域の日本語

教育については、日本語教育機関が無い市区町村(いわゆる空白地域)が令和３

年度で４６％となっている 3。外国人の未就学のこどもや、児童生徒が指導を受

けるために必要な日本語学習支援者等が十分ではないとの指摘が各界から寄せ

られた。 

このような状況を踏まえ、「日本語教育の推進に関する法律」4(以下、推進法

という。)に明記された新たな制度創設に向けた検討に当たり、関係省庁の連携

協力により、日本語学習を希望する留学生、就労者、生活者、未就学のこども、

児童生徒、難民・避難民を含めた外国人等が日本語を学ぶ機会を充実させるとと

もに、地域における多文化共生社会を実現するため、日本語教育推進会議 5とし

て、今後、以下の対応策に取り組むこととする。 

   

（２） 新たな日本語教育法案の実現に向けて  
①日本語教育機関の水準の維持向上を図る「認定日本語教育機関」の制度創設  
 日本語教育推進法(附則第二条)を踏まえ、我が国で日本語学習を希望する外

国人のニーズを踏まえた日本語教育機関の水準の維持・向上を図るため、一定

の教育の質を確保する要件を満たす機関を国が認定する「認定日本語教育機関」

として、次のような新たな制度を創設する。  

 

 

 

 
1 関連データ（参考資料 p17-22） 
2 日本語教育の課題（参考資料 p23） 
3 日本語教育の空白地域（参考資料 p38,39） 
4 日本語教育の推進に関する法律【概要】（参考資料 p24） 
5 日本語教育推進会議（参考資料 p25） 
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（認定の目的) 

〇 我が国に在留する留学生、就労者、生活者としての外国人等に対し、その

希望や置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会の最大

限の確保を図るため、日本語教育機関において提供する教育課程に教員配置

等の教育環境が整備された機関が一定の基準を満たした場合には、それらの

教育課程を適正かつ確実に実施することができる機関であることを保証す

る観点から、文部科学大臣の認定を受けることとする 6。 

 

（認定日本語教育機関の多言語情報発信等） 

〇 国は、認定を受けた日本語教育機関の情報を多言語でインターネット等を

活用して公表し、国内外の学習者や関係者が、一定の教育の質が保証された

日本語教育機関を選択できるような環境を整備する。また、認定を受けた教

育課程を置く日本語教育機関は、生徒募集の広告等に国が定める表示を付す

ることができることとする。 

 

（外国人等に係る出入国管理、労働その他の関連施策等との協力等)   
○ 推進法を踏まえ、日本語学習を希望する外国人が、認定を受けた日本語教

育機関の情報を得られるよう、日本語教育に関わる関係省庁が連携協力し、

留学生関係機関、地方公共団体の外国人総合相談や就労に係る相談・情報提

供を行う関係機関、国際交流団体、事業者、経済団体、関係者に広く周知す

るような仕組みを構築する。 

その仕組みを通して留学、生活、就労の各分野において、一定の教育の質

が保証された認定を受けた日本語教育機関や、後述の登録日本語教員の活用

を促進する。 

 

（認定日本語教育機関の継続的な質の保証・改善) 
○ 認定を受けた日本語教育機関は自己点検や情報公表に継続的に行うとと

もに、国は、認定後も教育の水準が維持されるよう、認定を受けた日本語教

育機関に対し、日本語教育の実施に関し定期報告を求め、課題が認められ必

要な場合には、指導改善を求めるとともに、必要な勧告及び命令、認定の取

り消しまでの段階的な是正措置を講ずることなどを検討する。 

 

② 日本語教師の新たな資格制度  
推進法（第二十一条）を踏まえ、国内における日本語教師の資格の整備及びそ

の他必要な施策に関する次のような新たな制度を創設する。 

 

 

 
6 文化庁有識者会議においては、認定機関における日本語教育プログラムについては、これまで

実績のある「留学」(B2 相当以上)とともに、「生活」「就労」が「日本語教育の参照枠」で示す自

立した言語使用者として最低限必要な習得レベル(B1 相当)以上の内容を提供するものを評価す

ることなどを検討することが指摘されている（参考資料 p26 参照）。 
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（日本語教師の能力等を証明する「登録日本語教員」制度創設） 
 ○ 日本語教師の処遇改善や社会的認知を高め活躍できるよう、国が実施する

試験に合格し、実践的な研修を修了した者が国の登録を受け、教師自らのキ

ャリアを社会に証明できるよう、新たな資格制度を創設する。一定の専門的

な知識及び技能等を有する日本語教師が、国に登録した「登録日本語教員」

として、専門人材の資格として国の登録を得て社会に証明できるよう法的効

果を持つものとして検討を行う。 

 

○ 「登録日本語教員」となることを希望する者は、必要な知識及び技能につい

て国が行う試験に合格し、かつ、必要な実践的な能力を身に付けさせるために

行う実践的な研修を修了することで、国の登録を受けることができることと

する。国の登録を受けた日本語教師養成機関の課程を修了した者は、試験の一

部を免除することができることとする。 

前述の認定日本語教育機関においては、一定の専門的な知識及び技能等を有

する日本語教師として国に登録された「登録日本語教員」を配置する。 

  

（経過措置の検討）  

○ 資格化に当たり、現状や社会環境などを踏まえた検討が必要であり、十分な

移行期間とともに、現職日本語教師に対する教育実習の免除や、制度開始前に

新制度で求められる必要な知識・技能を習得する養成機関と同等の養成課程

を修了した者が講習を受講することで試験の一部を免除する仕組み、養成・実

習機関に関する制度移行について十分な経過措置を検討する。 

 

③ 新たな資格制度の実現に向けた取組の推進 
（日本語教師の多様なキャリア形成への支援）  

○ 登録日本語教員等が、「留学生」のみならず、「生活者」「児童生徒」「就労者」

「難民・避難民」「海外」における指導において必要な知識・技能等を身に付

けるための初任者研修、中堅日本語教師、地域日本語教育コーディネーター等

に必要な研修を受講し、広く社会で活躍できるよう、資格を取得した後のキャ

リア形成に資する養成・研修の仕組みを構築し実施する。 

 

〇 登録日本語教員の質的・量的確保を図るため、「潜在的な」日本語教師の復

帰促進のためのオンラインを含めた研修などを検討する。 

 

（地域における日本語教師養成・研修拠点整備・関係機関のネットワーク化推

進） 

〇 高度かつ専門的な日本語教育の指導法等に関する教育研究などが重要であ

る。第２言語習得のための教授法、評価法、ICT教育、音声指導など日本語教

育の専門性の見地からの研究成果が認定日本語教育機関、地方自治体におけ

る研修などにおいて活かされるような日本語教師養成・研修を担う高度な専

門人材の育成、地域のニーズに応じた養成・研修を行う研修人材育成の拠点

を整備する。 
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〇 このため、日本語教師養成や研修の担い手の育成プログラムの開発及び研

修の実施、日本語教師養成を行う大学・大学院等を拠点において、地域におけ

る取組の方向性を共有するため、地域の認定日本語教育機関、養成機関、地方

自治体における担当部署、経済団体、国際交流団体、NPOなどが参画するネッ

トワークを構築する。 

 

○ また、全国の日本語教師数・養成機関などの地域差や、養成課程修了者で実

際に日本語教師となる者が少ない現状がある一方で、教師不足を課題とする

地方公共団体、経済団体、日本語教育機関があるなどのミスマッチの状況等を

踏まえ、ネットワークにおいて、養成課程修了者の就職支援や処遇改善につな

がるよう、域内の課題・ニーズを共有し、必要な専門人材としての日本語教師

を確保する取組を推進する。 

 

 

２ 関係省庁との連携協力による制度の活用促進に関する取組 
 

前述１．の制度検討の方向性を踏まえ、文部科学省、法務省、外務省、厚生労

働省、経済産業省、総務省等関係各省庁との連携協力による、認定日本語教育機

関や登録日本語教員などを活用する、次のような具体的な取組等を検討する。 

 

（１）「留学」関係 
 

① 在留資格「留学」付与の要件           法務省、文部科学省 

○出入国在留管理庁においては、留学生を受け入れる日本語教育機関について

現在、法務省の告示により定められているところ、法施行後は、法務省令を改

正し、認定日本語教育機関であることを在留資格「留学」の付与要件とする。 

 

○ それに伴い、文部科学大臣が行う日本語教育機関の認定基準の制定や、日本

語教育機関の認定の審査に際して、文部科学大臣から法務大臣へ協議する仕

組みをつくることで、新制度における教育上の観点からの適切かつ確実な教

育を行う認定制度、及び在留管理上の観点からの適切性を確保するための連

携体制を具体的に検討する。 

 

○ 例えば、認定後のフォローアップについても、新制度に基づく定期報告等を

通じた授業科目の適切性、教員資格等に関する教育上の観点からの対応とと

もに、入管法上の観点から、「認定日本語教育機関」及び在籍留学生に対し、

地方出入国在留管理局を通じた在留管理上の調査（入管法第 59条の 2）、改善

指導等を行うこととする。 
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② 在外公館、独立行政法人等を通じた情報提供    外務省、文部科学省 

(独)国際交流基金、日本学生支援機構 

〇 日本への留学を希望する外国人が適切な日本語教育機関の情報を直接得ら

れるようにするため、認定日本語教育機関の情報は、多言語によるインターネ

ット等を通じて発信するとともに、在外公館(特に留学生担当)、独立行政法人

国際交流基金拠点、日本学生支援機構を通じて、各ウェブサイト等において直

接発信し、国が作成したリストを広く普及する。 

 

〇 また、認定日本語教育機関については、日本への留学の参考となるよう、日

本語教育を実施している大学や日本語教育機関への案内を行う。登録日本語

教員については、海外の日本語教師のキャリア・パスの参考となるよう、日本

語教師会等への案内を行う。 

 

（２）教育関係 
 

① 外国人のこどもに対する日本語教育支援における制度活用  文部科学省 

〇 増加傾向にある国内の外国人児童生徒に対する日本語教育について、今後、

登録日本語教員のうち、特に「児童生徒」向け研修等を受講した者が、小中高

等学校における特別な教育課程、夜間中学などにおいて積極的に活用する具

体的な仕組み等を検討する。 

また、未就学のこどもについて、地方自治体等が実施する親子教室や、幼稚

園や保育所、認定こども園での取組等、外国人の日本語学習を含めたこどもへ

の支援に関する情報発信を行うなどの対応を検討する。  

 

② 海外の日本語教育における登録日本語教員の活用     

外務省、（独）国際交流基金  

〇 海外での日本語教育における日本語教師の活用として、登録日本語教員が

海外でも活用できるよう、国際交流基金が海外に派遣している日本語教育人

材の選考 7にあたっては、登録日本語教員資格を選考要件の一つとすることを

検討する。 

 

③ 在外教育施設における登録日本語教員の活用     文部科学省、外務省 

（独）国際交流基金 

〇 在外教育施設に通う日本人児童生徒に対する日本語教育について、登録日

本語教員のうち、特に「海外」における指導に関する研修等を受講した者を

積極的に活用できるよう海外派遣における対応等を検討する。 

 

〇 なお、在外教育施設において日本語教育を実施する場合、現地採用教員の人

材育成にあたっては、必要に応じて、国際交流基金による海外日本語教師研修
8等の活用も含め、在外教育施設の学校教育を所管する文部科学省と連携しつ

つ、対応を検討する。 

 
7 国際交流基金の海外日本語教育支援（海外派遣プログラムの応募資格）（参考資料 p30） 
8 国際交流基金の海外日本語教育支援（海外日本語教師研修）（参考資料 p31） 
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（３）「就労」「生活」関係 
「就労者」「生活者」に向けた日本語教育プログラムの提供を充実するため、

地域に居住する外国人等に日本語教室を開講する地方公共団体や、外国人従業

員向けの日本語研修を行う企業等が日本語教育の業務委託を行う場合等に、認

定日本語教育機関の活用を促すなどの取組を推進する。 

 

 

 

① 「技能実習」「特定技能」制度における活用     法務省、厚生労働省 

○ 技能実習制度においては、優良な実習実施者・監理団体の基準において、受

け入れた技能実習生に対する日本語学習支援として「認定日本語教育機関」を

活用していることを加点要素とすることを検討する。 

※現行の関連基準「地域社会との共生」9 

 （監理団体） 

  ・技能実習生に対し、日本語学習の支援を行っている実習実施者への支援 

  ・地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会を提供している実習 

実施者への支援 

（実習実施者） 

・技能実習生に対する日本語学習への支援 

・地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供 

 

〇 特定技能制度の受入れ機関が作成する「１号特定技能外国人支援計画」にお

いて 10、認定日本語教育機関の活用を推進するほか、「事前ガイダンス」の際

に、本邦で日本語学習を希望する者に対し、認定日本語教育機関に関する情報

提供を行う。 

 

〇 増加傾向にある技能実習生等の日本語教育の在り方については、今後の技

能実習制度・特定技能制度の見直しにおいて、日本語の習得すべきレベルや負

担の在り方などの事業者等の責務を明確化など、日本語教育の在り方等を含

めた検討を行い、具体的な方向性をまとめる。 

 

② 高度外国人材受入れにおける制度活用              法務省 

〇 日本で活躍する専門性を有する高度外国人材を獲得するため、熟達した言

語使用者など一定の習得レベルを提供する認定日本語教育機関を修了した

専門的、技術的分野の外国人が我が国に定着するよう、認定日本語教育機関

の活用等について検討する。 

 

③ 認定日本語教育機関との連携による取組の促進                  文化庁 

〇 地方公共団体、国際交流団体、経済団体、企業、民間団体等との連携による  

「生活者」を対象とした日本語学習会の提供を推進する。 

 
9  技能実習制度の概要等（参考資料 p32-36） 
10 特定技能制度の概要及び支援計画の概要（参考資料 p36,37） 
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・令和５年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」11において、専

門性を有する日本語教育機関と連携して行う「生活者」向け日本語教育プログ

ラムの開発・提供などの 取組支援を行う。特に、「日本語教育の参照枠」、「生

活 Can do」12(令和４年文化審議会国語分科会報告)等を踏まえた A1～B1レベ

ルの日本語教育プログラムの開発・提供に関する取組を推進する(加算)。 

・域内の生活者のニーズを踏まえ、空白地域などにおける同時かつ双方向のオン

ライン教育を含めた取組を支援する。 

 

④「日本語教育の参照枠」を活用した教育カリキュラム開発・普及、現職日本語

教師研修等                               

文化庁                                 

〇 「日本語教育の参照枠」(令和３年文化審議会報告)を踏まえた「留学」「就

労」「生活」カリキュラム、評価手法、教材、研修プログラム等のモデル開発・

普及を推進する 13(認定日本語教育機関における活用を想定) 。 

 

○ また、現職日本語教師向け「就労」「生活」向けのプログラムの指導等に関

する日本語教師研修事業を推進する 14。「就労」「生活」研修受講者については、

地方自治体、経済団体、外国人の就労支援関係団体等において活用されるよう

な情報発信の在り方を検討する(登録日本語教員の初任者向け教師研修を想

定)。 

 

〇 身分に基づく在留資格の外国人等を対象とした外国人就労・定着支援事業

等 15において、認定日本語教育機関や登録日本語教員について、その普及や養

成の動向等も踏まえながら、これらの活用を検討する。       厚生労働省 

 

 

 

 

 
11 資料５：外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業（参考資料

p38,39） 
12 日本語教育参照枠に基づく「生活 Cando」（93795801_05.pdf (bunka.go.jp) 
13 日本語教育の参照枠を踏まえた教育モデル開発事業（参考資料 p40） 
14 日本語教師の養成及び現職日本語教師の研修事業 （参考資料 p40） 
・令和２・３年で 1600 人受講 
（「就労」約 420 人、「生活」約 280 人受講(現職日本語教師研修プログラム普及事

業)） 
15 厚生労働省における日本語教育の関係事業としては、 

① 日本語に慣れていない定住外国人の求職者を対象に、日本の職場におけるコミュニケー

ション能力の向上や、ビジネスマナー等に関する講習を実施する、外国人就労・定着支援

事業 
②法務省と厚生労働省が共管している技能実習制度において、入国前及び入国後の講習とし

て、日本語科目の実施を義務付けているほか、外国人技能実習機構により、入国前及び入

国後の講習や実習期間中に日本語学習を行う際に活用できる職種ごとの日本語教育ツール

の開発・提供や、外国人介護人材への学習教材の作成・提供など介護分野での日本語学習

支援事業のほか、経済連携協定に基づく看護師候補生、介護福祉士候補生のための就労中

の研修を実施している。 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/kokugo/kokugo_82/pdf/93795801_05.pdf
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⑤ 「認定日本語教育機関」等の情報提供 

〇 法務省、文部科学省、厚生労働省などの各種会議・シンポジウム等を通じて、

「生活者」「就労者」向けの地域日本語教育の取組の周知を行い、地方公共団

体、国際交流団体、経済団体、民間団体等との連携協力を促進する。 

法務省、文部科学省、厚生労働省 

 

・地方公共団体と受入環境調整担当官間の会議・研修 

・外国人労働者問題啓発月間等を通じた周知 

  ・文化庁・地方自治体日本語教育担当者向けの研修等を通じた周知 等 

 

●外国人在留支援センター(FRESC/ﾌﾚｽｸ)16との連携   法務省 

「認定日本語教育機関」の情報をＦＲＥＳＣで活用し、また地方公共団体

の一元的相談窓口をはじめとする関係機関に対して情報提供を行う。 

  

●全国の外国人多言語相談窓口 17  

●外国人雇用サービスセンター、ハローワーク 18での情報提供  厚生労働省 

外国人雇用サービスセンター、ハローワークにおいて、新たな日本語教育

の制度及び認定された日本語教育機関等に関する情報を提供し、広く周知を

図る。 

 

●地方公共団体の多文化共生担当部署に対する情報提供 総務省 

新たな日本語教育の制度及び認定された日本語教育機関等に関する情報

を、地方公共団体の多文化共生担当部署に対し提供し、広く周知を図る。 

 

●ボイストラ等多言語音声翻訳技術に関する情報提供   文化庁、総務省 

 研修、学習・生活支援において有用なボイストラ等多言語音声翻訳技術

について、その活用に関する情報を認定日本語教育機関等に対し提供し、広

く周知を図る。 

 

●高度外国人材活躍推進ポータル（JETRO）を活用した情報提供 経済産業省 

高度外国人材活躍推進ポータルでは、高度外国人材の採用や入社後の活躍

推進に関連する各省庁や公的機関の情報を集約・提供している（例：新型コ

ロナウイルス対策関連情報、高度外国人材の採用イベント、企業向けの普及

啓発講座、都道府県別の公的機関の取組や窓口紹介など）。「日本語教育の推

進に関する法律」の趣旨を踏まえ、各省庁や公的機関からの依頼に基づき日

本語教育推進に資する情報を掲載し、広く周知を図る。 

 

 

 

 
16 外国人在留支援センターについて（参考資料 p41） 
17 https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/japanese.html  
18 ハローワークにおける外国人労働者の就職支援体制（参考資料 p42） 
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３ 制度実現に向けた基盤整備 
 

日本語学習希望者、日本語教師を目指す者、新制度の活用を希望する者等が、

誰でも、どこでも利用できるサイト構築など、次のような取組を推進する。  

 

①日本語教育に係る一元的な情報発信‐日本語教育の DX化‐  文化庁 

○ 日本語学習を希望する者や、質が確保された認定日本語機関等との連携を

希望する者に対し、制度開始後には、多言語による認定日本語教育機関の情

報発信、指定教育実習実施機関、指定日本語教師養成機関、登録日本語教員の

情報などの必要な情報がオンライン上も含めてアクセスしやすくなるような

仕組みを構築する。その際、申請などの業務負担軽減、効率化の観点から各種

申請を電子上で行うシステム構築について検討する。 

 

○ デジタル技術を活用し、資格化に必要な試験システムの整備や、マイナン

バーカードを活用した日本語教師の登録、登録後の研修履歴等の記録・管理、

養成・実習機関等の登録などの諸手続きについて電子申請などが可能となる

システムを整備する。 

 

② ＩＣＴ教育の推進                     関係省庁 

○ あわせて、日本語教育関係者に対し、日本語教育コンテンツ共有システム

（NEWS：Nihongo Education contents Web sharing  System)なども含めた教

育コンテンツの一元的発信の仕組みの改善・充実を図る 19。認定日本語教育機

関の多言語情報とともに、登録日本語教員、ボランティアなどの日本語学習支

援者の自己研鑽などにつながる授業実践などの動画素材などの提供を行うた

め、関係省庁、大学、研究機関、国際交流協会、日本語教育機関、地方公共団

体等が提供する好事例となる日本語教育コンテンツを国内外の多くの者が活

用できるよう収集し、一元的に提供する「日本語教育に関する多言語情報発信

サイト」を構築する。  

  

 ○ サイトにおいて、在留外国人が自立した言語使用者として生活していく上

で必要となる日本語能力を身に付けられるよう、「つなひろ」に関して「日本

語教育の参照枠」に基づく「生活 Can do」を踏まえた動画コンテンツの充実

など、日本語学習教材の充実を図り、オンライン上での研修などを推進する。 

 

４ 政府における一体的かつ効果的な推進 
  

○ 「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において策定された「外

国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」20の重点事項の一つとして掲

げられた「円滑なコミュニケーションと社会参加のための日本語教育等の取

組」に係る具体的施策の着実な実施を図るため、その実施状況について毎年

点検を行い、進捗の確認等を行う。  

 
19 日本語教員試験システムの概要図（現時点想定） （参考資料 p44） 
20 「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」概要（参考資料 p45,46） 
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○ あわせて、法施行後において、学校教育の運営、養成・研修、地域の教育支

援などにおいてノウハウがある文部科学省として日本語教育の体制整備を行

うことについて検討するとともに、推進法に基づき設置された局長級以上で

構成される「日本語教育推進会議」21などの政府関係会議の下で、本報告を踏

まえ、一体的かつ効果的な関係省庁の連携による具体的な方策等を推進する。  
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【参考】技能実習及び特定技能における外国人に対する日本語教育について 

   
〇 技能実習制度において、監理団体（企業単独型の場合は実習実施者）は、技能実習生が

入国した後、技能実習を効果的かつ安全に行うとともに、日常生活を円滑に送るため、一

定の期間、日本語教育を含む入国後講習を技能実習生に受講させる必要がある。 
 ※入国後講習の時間数は、入国前講習を実施しない場合、第１号技能実習の予定時間全体

の６分の１以上。一定の要件を満たした入国前講習を実施した場合は１２分の１以上

となる。 
 
〇 特定技能制度においても、使用者（法律上は「特定技能所属機関」という。）が、外国

人を雇用する際、「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことがで

きるようにするため、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する必要があ

り、この支援の一つとして「日本語学習の機会の提供」が位置付けられている。  
  
（参考１）関係規定（技能実習関係） 
〇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 
（技能実習計画の認定） 
第八条 技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人（親会社（会社法（平成十七年法

律第八十六号）第二条第四号に規定する親会社をいう。）とその子会社（同条第三号に規

定する子会社をいう。）の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が

技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人）は、主務省令で定めるところにより、

技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画（以下「技能実習計画」という。）を作

成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適

当である旨の認定を受けることができる。 
２～５（略） 
（認定の基準） 
第九条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場

合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めると

きは、その認定をするものとする。 
一 （略） 
二 技能実習の目標及び内容が、技能実習の区分に応じて主務省令で定める基準に適合

していること。 
  
〇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 
（技能実習の目標及び内容の基準） 
第十条 法第九条第二号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で

定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応

じ、当該各号に定めるとおりとする。 
２ 法第九条第二号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定め



12 
 

る基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。 
一～六 略 

七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当

するものであること。 
イ 略 
ロ 科目が次に掲げるものであること。 
（１）日本語 
（２）本邦での生活一般に関する知識 
（３）出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法そ

の他技能実習生の法的保護に必要な情報（専門的な知識を有する者（第一号団体監理型

技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。）

が講義を行うものに限る。） 
（４）（１）から（３）までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する

知識 
ハ その総時間数（実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。）

が、技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上（当

該技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、ロ（１）、（２）又は（４）に掲げ

る科目につき、一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施され

る次のいずれかの講習（以下「入国前講習」という。）を受けた場合にあっては、十二

分の一以上）であること。 
（１）第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監

理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委

託して実施するもの 
（２）外国の公的機関又は教育機関（第一号企業単独型技能実習に係るものにあっては、こ

れらの機関又は第二条の外国の公私の機関）が行うものであって、第一号企業単独型技能

実習に係るものである場合にあっては申請者、第一号団体監理型技能実習に係るもので

ある場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの 
 
（参考２）関係規定（特定技能関係） 
〇出入国管理及び難民認定法 
 （特定技能雇用契約等） 
第二条の五 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行

おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約（以下この条及び第

四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。）は、次に掲げる事項が適切に

定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 
一 特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報

酬その他の雇用関係に関する事項 
二 前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保

するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項 
２ （略） 
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３ 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保される

ものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 
一 前二項の規定に適合する特定技能雇用契約（第十九条の十九第二号において「適合特

定技能雇用契約」という。）の適正な履行 
二 第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画

（第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」とい

う。）の適正な実施 
４・５ （略） 
６ 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と

特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところに

より、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当

該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上

又は社会生活上の支援（次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」

という。）の実施に関する計画（第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特

定技能外国人支援計画」という。）を作成しなければならない。 
７ （略） 
８ 一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければな

らない。 
  
〇特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 
（一号特定技能外国人支援計画の内容等） 
第三条 法第二条の五第六項の一号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載

しなければならない。 
一 次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容 
イ～ホ （略） 
ヘ 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。 
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日本語教育推進会議の設置について 
 

令和元年９月１３日 
関係省庁申合せ 

１．目的 
  「日本語教育の推進に関する法律」（令和元年法律第４８号）第２７条第１

項の規定に基づき，関係行政機関が，日本語教育の総合的，一体的かつ効果的

な推進を図るための相互の調整を行うため，日本語教育推進会議（以下「推進

会議」という。）を設置する。 
 
２．組織 
（１）推進会議は，次に掲げる者をもって構成する。 
    内閣府子ども・子育て本部統括官 
   総務省大臣官房総括審議官 
   出入国在留管理庁次長 

    外務省大臣官房国際文化交流審議官 
    文部科学省国際統括官 

    文部科学省総合教育政策局長 
    文部科学省高等教育局長 

文化庁次長 
   厚生労働省職業安定局長 
   経済産業省貿易経済協力局長 

（２）推進会議に議長を置く。議長は，文化庁次長及び外務省大臣官房国際文

化交流審議官を共同議長とする。 
（３）推進会議は必要があると認めるときは，関係者に出席を要請し，意見を

聴くことができる。 
 
３．幹事会 
（１）推進会議を補佐するため，関係課室の課室長等（別紙）を幹事とする幹事

会を置く。 
（２）幹事会は必要があると認めるときは，関係者に出席を要請し，意見を聴

くことができる。 
 
４．庶務 
  推進会議（幹事会を含む。以下同じ。）の庶務は，文化庁及び外務省におい

て処理する。 
 
５．その他 
  前各項に定めるもののほか，推進会議に必要な事項は，推進会議において定

める。 
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日本語教育推進会議幹事会 

 

内閣府子ども・子育て本部参事官（認定こども園担当） 

総務省自治行政局参事官（国際室長事務取扱） 

出入国在留管理庁政策課長 

外務省大臣官房文化交流・海外広報課長 

文部科学省大臣官房国際課長 

文部科学省総合教育政策局教育改革・国際課長 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室長 

文部科学省初等中教育局幼児教育課長 

文部科学省高等教育局主任大学改革官 

文化庁国語課長 

厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課長 

厚生労働省人材開発統括官付参事官（海外人材育成担当） 

厚生労働省子ども家庭局保育課長 

経済産業省貿易経済協力局技術・人材協力課長 

経済産業省経済産業政策局産業人材政策室長 
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